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問
　
令
和
２
年
度
の
予
算
編
成
方

針
か
ら
経
常
経
費
削
減
を
原
則
と

し
て
い
る
が
、
増
加
し
続
け
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
削
減
基
準
を
設

け
て
き
た
の
か
。

答　

人
件
費
や
扶
助
費
等
を
除
く

経
費
に
つ
い
て
限
度
額
を
設
定
し
、

そ
の
枠
内
で
積
算
を
行
っ
た
。

問
　
区
有
施
設
の
光
熱
費
が
約
５

億
円
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
。
光
熱

費
削
減
の
取
り
組
み
を
所
管
任
せ

に
せ
ず
、
全
庁
的
に
削
減
目
標
を

定
め
、
費
用
を
抑
え
る
べ
き
で
は
。

答　

具
体
的
な
削
減
目
標
を
定
め

る
の
は
難
し
い
が
予
算
執
行
抑
制

の
工
夫
を
全
庁
的
に
求
め
て
い
く
。

問
　
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

に
貸
与
し
て
い
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
の
年
間
経
費
は
。

答　

リ
ー
ス
料
、
保
守
料
な
ど
、

問
　
政
府
は
全
て
の
医
療
機
関
で

受
診
可
能
に
な
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
よ
う
だ
が
、
感
染
対
策
面

か
ら
患
者
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

医
療
機
関
が
出
て
く
る
こ
と
も
懸

念
さ
れ
て
い
る
。
感
染
の
ハ
イ
リ

ス
ク
層
が
医
療
に
た
ど
り
着
け
る

体
制
は
取
ら
れ
る
の
か
。

答　

都
は
高
齢
者
等
医
療
支
援
型

施
設
等
を
継
続
し
、
高
齢
者
施
設

へ
の
集
中
的
検
査
も
実
施
す
る
。

年
間
約
５
億
１
０
０
万
円
で
あ
る
。

問
　
リ
ー
ス
期
間
は
残
り
３
年
で

あ
る
。
更
新
に
向
け
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教

育
の
成
果
を
検
証
し
、
費
用
対
効

果
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。
今
後

の
端
末
確
保
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

答　

学
校
現
場
の
意
見
を
聞
き
、

必
要
な
端
末
の
ス
ペ
ッ
ク
を
決
め

て
い
く
。
ま
た
、
契
約
方
法
に
つ

い
て
も
慎
重
に
検
討
を
行
う
。

問
　
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
シ
ス

タ
ン
ト
の
具
体
的
な
役
割
は
。

答　

低
学
年
の
児
童
に
対
し
、
学

習
や
生
活
指
導
の
補
助
等
を
行
う
。

問
　
４
年
生
以
上
の
児
童
に
支
援

が
必
要
な
場
合
、
学
校
の
判
断
で

人
を
充
て
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

答　

エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
シ
ス

タ
ン
ト
を
低
学
年
に
配
置
す
る
こ

と
で
、
支
援
員
を
４
年
生
以
上
へ

重
点
的
に
配
置
で
き
る
と
考
え
る
。

問
　
こ
れ
ま
で
就
労
以
外
の
多
様

な
ニ
ー
ズ
に
向
け
た
保
育
支
援
を

求
め
て
き
た
。
保
育
所
等
の
空
き

定
員
を
活
用
し
た
未
就
園
児
の
定

期
的
な
預
か
り
モ
デ
ル
事
業
と
一

時
保
育
と
の
違
い
は
。

答　

一
定
期
間
、
定
期
的
に
保
育

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
　
モ
デ
ル
事
業
の
メ
リ
ッ
ト
は
。

答　

保
育
園
側
は
、
同
じ
児
童
を

定
期
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
計

画
的
に
保
育
を
行
え
、
経
営
面
で

は
空
き
定
員
が
削
減
さ
れ
安
定
化

に
つ
な
が
る
。
未
就
園
児
家
庭
で

は
、
同
じ
保
育
園
に
定
期
的
に
通

う
こ
と
で
安
定
し
て
保
育
の
提
供

を
受
け
ら
れ
、
他
の
利
用
者
や
保

育
士
等
と
も
つ
な
が
り
が
で
き
る
。

問
　
一
時
保
育
の
利
用
登
録
や
利

用
申
請
は
複
雑
化
し
て
い
る
。
一

元
化
や
簡
素
化
は
で
き
な
い
の
か
。

答　

同
じ
所
管
課
で
実
施
し
て
い

　

公
明
党
議
員
団

木
村
　
広
一

　

立
憲
民
主
党
・
無
所
属
議
員
団

河
合
　
り
な

　

日
本
共
産
党
議
員
団

羽
鳥
　
だ
い
す
け

　

公
明
党
議
員
団

日
野
　
た
か
し

る
事
業
は
、
検
討
し
た
い
。

問
　
区
立
園
専
用
室
型
で
は
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
申
請
が
導
入
さ
れ
、
申
し
込

み
の
簡
素
化
と
空
き
状
況
の
見
え

る
化
が
進
ん
で
い
る
。
私
立
園
専

用
室
型
で
も
同
様
に
実
施
し
て
は
。

答　

園
に
よ
り
管
理
方
法
が
異
な

る
た
め
難
し
い
が
、
協
議
し
て
見

え
る
化
を
検
討
し
た
い
。

問
　
児
童
館
に
お
け
る
一
時
預
か

り
の
拡
充
も
含
め
、
一
時
保
育
事

業
全
体
を
再
構
築
し
て
は
ど
う
か
。

答　

令
和
７
年
度
の
子
ど
も
総
合

計
画
改
定
に
当
た
り
、
関
係
各
課

に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で

総
合
的
に
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

問
　
23
区
初
の
取
り
組
み
で
あ
る

離
婚
調
停
中
の
実
質
ひ
と
り
親
家

庭
へ
の
金
銭
給
付
の
詳
細
は
。

答　

離
婚
調
停
中
で
、
実
質
ひ
と

り
親
と
な
っ
た
家
庭
に
対
し
、
18

歳
ま
で
の
対
象
児
童
一
人
に
つ
き
、

10
万
円
給
付
を
考
え
て
い
る
。

問
　
実
施
し
て
い
る
全
て
の
ひ
と

り
親
家
庭
支
援
事
業
に
お
い
て
も
、

同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
で
は
。

答　

区
で
対
象
者
を
定
め
て
実
施

し
て
い
る
法
定
事
業
以
外
の
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
検
討
し
た
い
。

問
　
ひ
と
り
親
家
庭
で
は
、
自
ら

情
報
を
得
る
時
間
的
余
裕
が
少
な

く
、
情
報
の
整
理
と
発
信
強
化
は

支
援
へ
接
続
す
る
た
め
に
も
重
要

で
あ
る
。
導
入
予
定
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

運
用
支
援
ツ
ー
ル
を
活
用
し
、
情

報
が
届
く
仕
組
み
を
検
討
し
て
は
。

答　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活
用
し
た
セ
グ

メ
ン
ト
配
信
な
ど
を
検
討
し
た
い
。

問
　
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い

て
、
今
後
の
区
の
方
針
は
。

答　

子
ど
も
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ

ー
に
よ
る
関
係
団
体
等
と
の
連
携

体
制
の
構
築
な
ど
、
一
層
の
取
り

組
み
強
化
に
努
め
た
い
。

問
　
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
、
会

派
と
し
て
要
望
し
て
き
た
。
将
来

的
な
取
り
組
み
も
含
め
、
他
区
よ

り
も
更
な
る
助
成
を
検
討
し
て
は
。

答　

令
和
５
年
度
に
設
置
す
る
検

討
会
で
、
助
成
制
度
の
必
要
性
や

内
容
、
将
来
的
な
見
込
み
等
に
つ

い
て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

問
　
東
京
都
の
令
和
５
年
度
新
規

事
業
案
で
は
、
不
登
校
児
童
・
生

徒
の
支
援
強
化
の
た
め
、
専
門
教

員
等
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、
効

果
検
証
や
事
例
デ
ー
タ
の
活
用
に

つ
い
て
検
討
と
あ
る
。
校
内
フ
リ

ー
ス
ク
ー
ル
の
充
実
に
も
繋つ

な

が
る

と
考
え
る
が
、
活
用
す
べ
き
で
は
。

答　

各
学
校
で
は
、
校
内
で
の
工

夫
や
区
の
教
育
支
援
室
の
巡
回
支

援
員
に
よ
り
対
応
し
て
い
る
が
、

継
続
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
た

め
、
活
用
も
考
え
て
い
く
。

問
　
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
う
子

ど
も
の
家
庭
へ
の
負
担
軽
減
の
た

め
、
経
済
的
支
援
を
検
討
し
て
は
。

答　

民
間
の
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に

通
う
児
童
・
生
徒
へ
の
経
済
的
支

援
に
つ
い
て
は
、
研
究
し
て
い
く
。

問
　
女
性
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成

の
た
め
、
国
の
交
付
金
等
を
活
用

し
、
区
で
の
女
性
活
躍
推
進
事
業

を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

答　

他
自
治
体
の
例
も
参
考
に
し

な
が
ら
、
関
係
所
管
と
連
携
し
て

活
用
の
可
能
性
を
探
り
た
い
。

問
　
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
活
用
し
た
健
康
ポ
イ
ン
ト
や
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
な
ど
の

ポ
イ
ン
ト
制
度
を
検
討
し
て
は
。

答　

商
店
街
や
地
域
に
新
た
な
繋

が
り
等
を
生
み
出
す
よ
う
な
仕
組

み
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
い
。

ハ
イ
リ
ス
ク
層
を
守
る
た
め
の
取

り
組
み
は
実
施
さ
れ
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

問
　
マ
ス
ク
の
着
用
も
見
直
さ
れ
、

個
人
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
が
基

本
と
な
る
。
感
染
対
策
と
し
て
有

効
な
マ
ス
ク
着
用
を
、
区
は
推
奨

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
。

答　

一
定
の
場
合
に
は
マ
ス
ク
の

着
用
を
推
奨
し
て
い
る
国
の
方
針

に
沿
い
、
周
知
に
努
め
て
い
く
。

問
　
屋
内
で
マ
ス
ク
を
外
す
場
合
、

換
気
や
空
気
清
浄
機
に
よ
る
ウ
イ

ル
ス
除
去
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。

保
育
施
設
へ
の
Ｃ
Ｏ
²
濃
度
測
定

器
の
配
付
や
空
気
清
浄
機
の
設
置

助
成
な
ど
を
検
討
す
る
べ
き
で
は
。

答　

現
時
点
で
配
布
や
設
置
助
成

の
予
定
は
な
い
。

問
　
複
線
シ
ー
ル
ド
を
採
用
す
る

と
、
区
内
の
踏
切
を
全
て
除
去
で

き
、
立
ち
退
き
を
最
小
限
に
抑
え
、

事
業
の
早
期
実
現
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
。
野
方
以
西
の
地
下
化

で
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

工
法
は
事
業
者
が
施
工
条
件

等
を
踏
ま
え
、
選
定
し
て
い
く
。

問
　
来
年
度
予
算
案
で
、
野
方
、

都
立
家
政
、
鷺
ノ
宮
駅
周
辺
の
ま

ち
づ
く
り
の
検
討
に
約
４
８
３
１

万
円
、
基
盤
計
画
に
３
２
２
３
万

円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
行
う
の
か
。

答　

基
盤
計
画
の
策
定
に
向
け
た

検
討
を
進
め
る
。
ま
ち
づ
く
り
は

駅
前
の
拠
点
づ
く
り
な
ど
を
、
基

盤
計
画
と
連
携
し
検
討
し
て
い
く
。

問
　
基
盤
計
画
検
討
の
際
に
、
各

駅
周
辺
地
区
ま
ち
づ
く
り
検
討
会

と
話
を
す
る
機
会
は
あ
る
の
か
。

答　

検
討
会
か
ら
ま
ち
づ
く
り
構

想
の
提
案
を
受
け
、
各
駅
の
整
備

方
針
を
策
定
し
て
い
る
。
引
き
続

き
検
討
会
を
含
め
、
意
見
を
聞
く

方
法
を
検
討
し
て
い
く
。

問
　
「
家
族
、
わ
が
ま
ち
、
祖
国

を
愛
す
る
人
」
を
目
指
す
人
物
像

と
定
め
る
こ
と
は
、
憲
法
が
定
め

た
内
心
の
自
由
に
反
す
る
の
で
は
。

答　

家
族
な
ど
を
愛
す
る
価
値
観

を
子
ど
も
に
強
制
す
る
も
の
で
は

な
く
、
内
心
の
自
由
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

令
和
５
年
度
予
算
編
成

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
活
用

支
援
を
必
要
と
す
る
児
童

一
時
保
育
の
拡
充

ひ
と
り
親
家
庭
支
援
の
拡
充

新
型
コ
ロ
ナ
の
５
類
へ
の
移
行

西
武
新
宿
線
連
続
立
体
交
差
事
業

中
野
区
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
の
改
定

小
・
中
学
校
の
不
登
校
対
策

補
聴
器
購
入
費
用
助
成

デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

トルコ南東部を
震源とする地震に
対する救援金を
送付しました。

　３月 13 日（月）、中野

区議会は、被災地支援のた

め、議員から募った救援金

を国連難民高等弁務官事務

所へ送付しました。

「区議会だより」は
各戸配布しています

　区議会だよりは、各戸配布
により区民のみなさまのお
手元にお届けしています。
　また、区施設や駅の広報ス
タンドなどでも手に入れる
ことができます。ご利用くだ
さい。

【問合せ】区議会事務局
（電話０３－３２２８―５５８５）


